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地域海岸の設定の考え方

①以下の条件に合致する場合はひとつの地域海岸内に複数の設計津波の水位を設定。
・港湾や漁港等の防波堤等が存在することによる津波の減衰効果が見込まれる場合

・埋立地等における隅角部で津波が収斂することにより津波高が局所的に高くなる場合

②伊豆半島は、複雑に入り組んだ地形条件のため、津波高の沿岸分布が複雑となっている
ことから、基本的に漁港・港湾単位で地域海岸を設定。ただし、隣接する漁港・港湾の
設計津波の水位が同程度の場合はひとつの地域海岸にまとめる。

基本的な考え

①湾の形状や山付け、岬、海岸線の向き等の自然条件

②文献や被災履歴等の過去に発生した津波の実績津波高及びシミュレーションによるレベ
ル１、レベル２の津波高

上記①、②から同一の津波外力を設定しうると判断される一連の区間をひとつの地域海岸
として設定。

本県の地形条件等を踏まえた考え

地域海岸の設定おける基本的な考えに加え、本県特有の地形条件や施設等による津
波高への影響等も踏まえた考えに基づき、地域海岸の設定を行った。
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【静岡県沿岸の地域海岸区分図】

注：伊豆東海岸については、相模トラフによる
津波高分布に基づき再設定する予定

前回までの地域海岸の設定

前述の地域海岸の設定の考え方に基づき、遠州灘沿岸、駿河湾沿岸、伊豆半島沿岸
を「34の地域海岸」に設定していた。

沿岸区分

地域海岸

１次報告時

遠州灘 ３

駿河湾 １３

伊豆半島 １８

計 ３４

須々木（相良須々木海岸/相良港海岸）

坂井（相良港海岸/相良片浜海岸）

川奈崎

2

1

神奈川県境

牛伏山（一般公共海岸）
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44 遠州灘西

43 遠州灘東

42 浜岡

41 御前崎

40 相良須々木

39 相良

38 志太榛原

37 焼津

36 用宗

35 静岡

34 清水

33 由比

32 富士

31 沼津

30 内浦29 西浦

28 戸田

27 土肥

26 宇久須

25 安良里

24 松崎

23 岩地

22 雲見

21 妻良

20 南伊豆

19 三坂

18 石廊崎

17 手石

16 田牛

15 吉佐美

14 下田

12 外浦

1 熱海港

2 多賀

3 網代
4 初島

5 宇佐美

6 伊東港

7 川奈

8 八幡野富戸

9 東伊豆

10 稲取

11 白浜

13 須崎

【静岡県沿岸の地域海岸区分図】

地域海岸の再設定（案）

第一次報告での相模トラフ沿いにおける対象津波の決定を受け、伊豆半島東海岸の
沿岸を地域海岸の設定の考え方に基づき「１３の地域海岸」に再設定した。

沿岸区分

地域海岸

今回 １次報告時 差

遠州灘 ３ ３ ±０

駿河湾 １３ １３ ±０

伊豆半島 ２８ １８ ＋１０

（東海岸） （１３） （ ３） （＋１０）

計 ４４ ３４ ＋１０

３
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地域海岸の境界位置の状況（２）
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設計津波の対象津波群の設定

地域海岸毎に、「整理された実績津波高」及び「既往シミュレーションの津波高」
を用いて津波高のプロット図（グラフ）を作成し、Ｌ１津波（設計津波の対象津波
群)及びＬ２津波（最大クラスの津波)を設定する。

■相模トラフ側の地域海岸のプロット図イメージ
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安政東海地震(M8.4)

宝永地震(M8.6)

東海・東南海・南海三連動
（2003中央防災会議）

◆ ◆ ◆◆◆

東海･東南海二連動
（2003中央防災会議）

最大クラスの津波（L2）

想定東海（2003中央防災会議）

◆◆◆

設計津波の対象津波群（L1）

津波水位分布の算出
最大の津波高となる地震を

対象にシミュレーションを実施

設計津波の対象津波群
一定の頻度で発生すると

想定される津波の集合を選定

シミュレーション値

痕跡データ

津波発生年◆

安政東海地震の津波高は、痕跡データではなく再現
シミュレーション【東海･東南海二連動（2003中央防

災会議モデル）】の計算値を比較対象とする。

大正関東
（2011行谷ほか改変）

元禄関東
（2011行谷ほか改変）

大正関東地震(M7.9)

◆

南海トラフ巨大地震(M9クラス)
（2012内閣府最大ケース）

６



設計津波の水位の設定

防護ライン
（壁立て位置）

多賀の例

設定した地域海岸毎に、レベル１津波高が最大となった地震の壁立てシミュレー
ションを実施し、せり上がりの最大値を設計津波の水位として設定。

７

１地域海岸１設計津波の水位が基本だが、埋立地等における隅角部で津波が
収斂することにより津波高が高くなる区間は、別途、設計津波の水位を設定



単位：T.P.+ m

地域海岸名
最大の津波高となる

対象地震
※１

設計津波の水位
※２

津波に対する
必要堤防高

※３

現況施設高
※４

最大クラスの
津波高
※５

1 熱海港

大正型関東地震

6.6 7.0 5.1 ～ 8.7 7

2 多賀 7.0 (8.6) 7.0 (9.0) 4.0 ～ 5.9 9 

3 網代 5.9 6.0 3.1 ～ 8.0 7 

4 初島 4.5 4.5 5.5 ～ 8.0 7 

5 宇佐美 8.1 8.5 3.3 ～ 5.0 9 

6 伊東港 6.6 7.0 4.1 ～ 6.3 7 

7 川奈 4.2 4.5 4.0 ～ 5.7 5 

8 八幡野富戸 4.8 5.0 6.5 ～ 9.5 10 

9 東伊豆 4.1 4.5 5.5 ～ 7.6 10 

10 稲取 3.8 4.0 5.1 ～ 7.6 14 

11 白浜 4.6 5.0 ― 16 

12 外浦 4.0 4.0 3.5 15 

13 須崎 東海・東南海地震 4.5 4.5 4.6 20 

設計津波の水位と津波に対する必要堤防高の設定

防護ラインでの津波のせり上がり高さから設計津波の水位を設定し、この水位に地
殻変動による地盤沈降量や余裕高を加え、津波に対する必要堤防高を設定した。

※１ 設計津波の対象津波群（L１）のうち当該地域海岸で最大となる津波高を発生させる地震。津波断層モデルとしては、大正関東地震は行谷ほか（2011）の改変モデル、東海・東南
海・南海地震、東海・東南海地震、東海地震はいずれも中央防災会議（2003）モデル。

※２ 対象地震による津波の防護ライン（海岸堤防天端等）位置でのせり上がりを考慮した水位。小数第２位で切り上げて設定。（ ）は地域海岸内に港湾や漁港等の防波堤等が存在す
ることによる減衰効果や隅角部等での津波の収斂により津波高の変化が確認できるために細分して設定した区間の設計津波の水位。

※３ 設計津波の水位に地殻変動による地盤の沈降量や余裕高を加えた、L１津波に対して必要な施設整備の高さ。0.5m単位で設定。堤防高の設定に当たっては、当該堤防高と計画高潮

高を比較し高い方を基本に、海岸の利用や環境、景観、経済性、維持管理の容易性などを総合的に検討し、関係機関と協議のうえ、海岸管理者が設定する。
※４ 一つの地域海岸には、複数の海岸保全区域があり、整備水準や海岸の利用状況等が異なるため、現況施設高に幅がある。現況施設高は、地震による沈下は見込んでいない。

（小数第２位を四捨五入）
※５ H25.6.27静岡県第４次地震被害想定（第一次報告）におけるレベル２津波による当該地域海岸における最大の津波高の値。（小数第１位を切り上げ） ８



今後の取り組み（１）

海岸保全基本計画の変更

海岸保全基本計画の変更や津波対策施設の計画堤防高の設定等を行い、「地震・津
波対策アクションプログラム2013」に基づく施設整備を重点的に実施していく。

第４次地震被害想定における“２つのレベルの津波”の防災対策の考え方に基づき、
「海岸の保全に関する基本的な事項」を見直しを行う

対象沿岸：伊豆半島・駿河湾・遠州灘
対象外力：高潮・津波（東海地震）
施策分野：防護・環境・利用

静岡県第４次地震被害想定

対象沿岸：伊豆半島・駿河湾・遠州灘
対象外力：高潮・津波（L1,L2）
施策分野：防護・環境・利用

関係海岸管理者が作成する案を基に「海岸保全施設の整備に関する基本的な事項」を
整理し、基本計画本体を見直す。（津波対策以外にも必要な変更については盛り込む）

※内閣府から新たな津波断層モデルの公表等、新たな知見が示された場合には、必要に応じて整合を図る。

現行計画
（H14～H15策定）

新計画の策定

堤防等の海岸保全施設の計画堤防高は、今回設定した津波に対する必要堤防高と高潮に対する必要な堤防高を比較して高い方を基本に、
海岸の利用や環境、景観、経済性、維持管理の容易性などを総合的に検討し、関係機関と協議のうえ、海岸管理者が適切に設定する。

第４次地震被害想定で推計された被害をできる限り軽減すること（減災）を目指し、
「地震・津波対策アクションプログラム2013」に基づく津波対策施設の整備を推進

計画堤防高の設定

９

３沿岸一括

新たな津波防災地域づくりの
考え方

想定される津波高

津波に対する施設整備



今後の取り組み（２）

河川整備計画に河川における津波対策を位置付け、「地震・津波対策アクションプ
ログラム2013」に基づく施設整備を重点的に実施していく。
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河川整備基本方針・整備計画の策定・変更

※内閣府から新たな津波断層モデルの公表等、新たな知見が示された場合には、必要に応じて整合を図る。

第４次地震被害想定で推計された被害をできる限り軽減すること（減災）を目指し、
「地震・津波対策アクションプログラム2013」に基づく津波対策施設の整備を推進

〔内容〕河川工事、河川の維持の内容

河川整備計画河川整備計画

〔内容〕基本方針、基本高水、計画高水流量 等

河川整備基本方針河川整備基本方針

河川整備基本方針の案の作成

河川整備基本方針の決定

意見

河川整備計画の原案（案）
住民ｱﾝｹｰﾄ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

河川整備計画の案の決定

流域委員会(学識経験者、地域代表)

関係市町首長の意見

意見

意見
県民意見の募集(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ)

長期的な水系(河川) のあるべき姿

河川整備基本方針を具体化する概ね20～30年間の計画

社会資本整備審議会 (一級河川)

静岡県河川審議会(二級河川)

相互に反映

河川整備計画の案の作成

河川津波遡上シミュレーション
結果等を踏まえ、「津波対策施設
の整備に関する基本的な事項」を
整理

第４次地震被害想定における
“２つのレベルの津波”の
防災対策の考え方に基づき、
「津波対策を含めた河川整備
に関する基本的な事項」を整理

津波の遡上対策を実施する河川において施設の整備内容を整理し、将来的な水系（河川）のあるべき姿を示した「河川整備基本方針」、
今後20～30年間の河川整備の計画である「河川整備計画」について津波対策も含めて検討した上で策定する。また、計画策定済の河川に
おいては現計画の変更を行う。

河川の津波対策検討 河川整備基本方針・河川整備計画策定の流れ


